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多文化共生フォーラム in 名古屋 第一分科会資料 

太田市のバイリンガル教員の活躍の様子と成果 

 

                                                群馬県太田市教育委員会 

                            学校教育課 今井 東 

 

 １．バイリンガル教員採用の経過 

 

○平成１６年３月 「定住化に向けた外国人児童・生徒の教育特区」認定 

○同 ５月～７月 国内外（日本・ブラジル）でバイリンガル教員募集 

   ≪応募条件・抜粋≫ 

   ・日本もしくは外国での教職員免許資格（教員免許）を取得していること 

   ・教職経験年数３年以上であること 

   ・日本語、ポルトガル語のバイリンガルであること     等 

○同 ８月～９月 国内での試験・面接を実施 

○同 １０月   ブラジルでの試験・面接を実施し、 

               バイリンガル教員６名を「助教諭」として採用 

○平成１７年４月 バイリンガル教員による本格的授業開始 

○平成２６年８月 現在８名のバイリンガル教員が活躍 

   ・免許の種類：外国（ブラジル）の教員免許…４名、日本の教員免許…４名 

   ・平 均 年 齢     ：４４歳（３０歳～６２歳） 

   ・平成１７年度から継続して活躍している教員は４名 

 

 

 ２．バイリンガル教員の雇用条件 

 

○任用期間：１年（毎年更新） 

○給与：月給制（金額は年齢と経験年数に応じて） 

○勤務時間：３８時間４５分／週（７時間４５分／日） 

○年次有給休暇は２０日（年）、その他病休５日 

 

 

 ３．バイリンガル教員の職務内容 

 

（１）バイリンガル教員を生かした指導体制 

 ①現在、本市では、市内を８ブロックに分け、集中校システムを実施している。 

  （※小学校１０校、中学校５校の集中校がある） 

 ②集中校には、「国際教室」が設置され、国際教室担当教員、バイリンガル教員

  日本語指導助手の三者が協力して、当該児童生徒の「取り出し指導」「T.T.に

  よる入り込み指導」等、個に応じたきめ細かな指導に取り組んでいる。 

 ③指導形態としては、１対１の指導から１対多数の学びあい型、重点単元集中授

業などが増えてきている。 
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（２）バイリンガル教員の職務 

  ①国際教室担当教員と協力しての個に応じた指導計画及び重点指導計画づくり 

  ②国際教室担当教員の指導のもとで、日本語及び各教科の単独指導、T.T.指導等

の個に応じた指導の実施 

  ③当該児童生徒の在籍学級との連携協力（児童生徒の実態や保護者からの情報を

  伝える） 

  ④学校から配布される各種通知の翻訳、学校と保護者との連絡の際の通訳 

 ⑤放課後の補習指導の実施、夏季休業中の「サマースクール」の実施等での指導

支援 

 ⑥その他（その時期になると行うもの） 

  ・就学前の児童宅への家庭訪問、または電話を通じた入学情報の提供や相談 

  ・高校入学に向けた進路ガイダンスの実施 

 

 

 ４．バイリンガル教員活用の成果 

  （１）日常の学習指導          

   それぞれの児童生徒の日本語能力にはかなり差があり、同じ国際教室に在籍して 

  いても当然ながら学習内容に差が出てくる。したがって、各々に応じたワークシー 

  トや宿題等の準備など、バイリンガル教員がきめ細かく準備をしている。初めは日 

  本語を全く話せず、取り出し指導を受けていた子どもが、中３では全ての授業をク 

  ラスで受けられるようになったという例もある。バイリンガル教員は、生徒の高校 

  進学に対しても使命感をもっており、受験対策の指導も熱心に行っている。そのお 

  かげで、ここ数年の高校進学率は９０％前後を保っている。 

  （２）生活面等の適応指導 

言葉の壁があり，学校への適応が心配されるところであるが、バイリンガル教員 

  は宿題や忘れ物などの指導も継続して行っている。必要に応じて家庭訪問も行い、 

  平成 25，26 年度（8 月現在）の外国籍児童生徒の不登校の出現率は１％未満となっ 

  ている。 

  （３）保護者との連携 

   学校からの通信物、通知票の翻訳の他、宿泊を伴う行事の際には持ち物（体操服 

  など、日本独特のものもあるので）などをバイリンガル教員が丁寧に説明している。 

  林間学校や修学旅行など他国にはない行事もあるので、その意義を説き参加を促す 

  ようにしている。児童生徒はどんどん日本語を覚えていくが、保護者はなかなか日 

  本語が習得できなかったり、日本の習慣になじめなかったりすることが多い（日曜 

  日の部活動など）。そのような場合、母語で相談に乗ってくれるバイリンガル教 

  員は学校、保護者双方にとって心強い存在となっている。 

  （４）その他 

      児童生徒の日本語習得も大切であるが、中には母語を忘れてしまって自分の親と 

  の意思疎通ができなくなってしまう児童生徒もいる。そうなると、親子で進路の相 

  談ができないことなどが大きな問題となってくる。今後はそのような課題克服にも 

  バイリンガル教員の支援が不可欠である。 

 


